
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
国
際
交
流
会
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
国

際

課
）

一

告

示

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

二

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
（
三
件
）
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

三

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（
二
件
）

（

〃

）

四

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
（
二
件
）
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定
（
二
件
）

（

〃

）

五

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
名
称
又
は
所
在
地
の
変
更
の
届
出

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

（

〃

）

八

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
の
届
出

（

〃

）

一
〇

�
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
位
置
指
定
（
三
件
）

（
建

築

課
）

一
一

公

告

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（
都
市
計
画
課
）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了

（

〃

）

一
二

�
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

（

〃

）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
平
成
八
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号
の
一
部
訂
正

一
三

�
平
成
九
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
の
一
部
訂
正

�
平
成
十
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号
の
一
部
訂
正

一
四

�
平
成
十
一
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号
の
一
部
訂
正

監
査
委
員
公
表

�
監
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
公
表

一
五

香
川
国
際
交
流
会
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
七
十
八
号

香
川
国
際
交
流
会
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
国
際
交
流
会
館
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
香
川
国
際
交
流
会
館
利
用
許
可
申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

本
県
に
お
け
る
国
際
交
流
の
促
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
事
業
の
実
施
を
目
的
と
し
て
利
用

し
よ
う
と
す
る
場
合

利
用
し
よ
う
と
す
る
日
（
二
日
以
上
継
続
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

そ
の
初
日
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
六
月
前
の
日

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

利
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
月
前
の
日

第
五
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
号
中
「
第
四
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
四
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「

第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第５２号

平 成１５年

７月４日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

坂
出
市
府
中
町
５３７９

番
地

香
川
県
醤
油
醸
造
協
同
組
合

理
事
長

鎌
田
正
隆

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

坂
出
市
府
中
町
５３７９

番
地

香
川
県
醤
油
醸
造
協
同
組
合

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

し
ょ
う
油
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設

午
前
８
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
の
う
ち
、
６
時
間
か
ら

８
時
間
使
用
す
る
。

最
大

６
．０
～
８
．０

６０
k�
／
日

１
基

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日通

常

６
．５
～
７
．５

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

工期等

５００

１
，０００

５００

４００３６

０
．６

機
械
洗
浄
時
の
洗
浄
汚
水
が
排
出
さ
れ
る
。

４００

８００

３００

２００１２

０
．５

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
	
／日
）

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

の
汚
染
状

態

排
水
処
理
施
設

連
続
２４
時
間

処
理

後

最
大

５
．８
～
８
．６６０７０７０６０

通
常７
．０４０５０５０３０

３５
	
／
日

標
準
活
性
汚
泥
法

既
設

既
設

既
設

処
理

前

最
大

５
．０
～
７
．０

２５０

５００

１
，０００

５００

通
常

５
．０
～
７
．０

２００

４００

９５０

２００

種
類

能
力

汚
水
等
の
処
理
方
式

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

告

示

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

二





排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

第
２
排
水
口

（間
接
冷
却
水
を
６
月
か
ら
８
月
に
お
い
て
�
通
常
８０
	
／
日
�
最
大
１２０
	
／

日
排
出
す
る
�

）

第
３
排
水
口
及
び
第
４
排
水
口

（雨
水
専
用

）

（備
考

）

今
回
申
請
の
あ

た
セ
ラ
イ
ト
ろ
過
施
設
と
�
既
設
膜
ろ
過
施
設
と
を
併
用
す
る
が
�
同

日
に
２
台
の
併
用
運
転
は
行
わ
な
い
た
め
�
当
該
工
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状

態
及
び
量
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
�

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１５
年
７
月
４
日
か
ら

平
成
１５
年
７
月
２５
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

坂
出
市
環
境
経
済
部
環
境
交
通
課

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

６

３
，０００３５

２

２
，０００３０

６０―３５

３０―３０

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

大
腸
菌
群
数
（
個

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
	
／日
）

第
１

排
水

口

最
大

５
．８
～
８
．６４５５０３７６０６

３
，０００

２７０

通
常

５
．８
～
８
．６２５３０２０３０２

２
，０００

１９０

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

大
腸
菌
群
数
（
個

／�
）

排
出
水
の
量

（
	

／日
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

指

定

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
五
、
一

村
上
医
院

村
上

恭
一
郎

三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
五
四
八
八
番

地

平
成
一
五
、
五
、
一
六

ぬ
ま
は
ら
皮
ふ

沼
原

利
彦

三
豊
郡
豊
中
町
大
字
比
地
大
字
政

科

本
二
六
二
一
番
地

平
成
一
五
、
五
、
一

医
療
法
人
社
団

医
療
法
人
社
団

観
音
寺
市
柞
田
町
甲
八
八
〇
番
地

逍
遥
会
お
ざ
き

逍
遥
会

二

こ
ど
も
ク
リ
ニ

ッ
ク

平
成
一
五
、
四
、
一
六

ひ
も
り
の
里
診

大
山

美
穂

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
四
八
一
番
地
二

療
所

平
成
一
五
、
五
、
一

医
療
法
人
社
団

医
療
法
人
社
団

観
音
寺
市
柞
田
町
甲
一
八
八
八
番

み
と
し
会
ク
ニ

み
と
し
会

地
一

タ
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
成
一
五
、
五
、
一

つ
ば
さ
ク
リ
ニ

常
包

修

坂
出
市
川
津
町
二
四
九
五
番
地
一

ッ
ク

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

指

定

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
五
、
一
〇

ほ
ほ
え
み
薬
局

株
式
会
社
神
原

仲
多
度
郡
多
度
津
町
寿
町
二
―
三

薬
局

七

平
成
一
五
、
四
、
一

快
生
堂
く
に
た

株
式
会
社
快
生

観
音
寺
市
柞
田
町
甲
六
〇
六
―
一

調
剤
薬
局

堂

平
成
一
五
、
五
、
一

有
限
会
社
ア
ポ

有
限
会
社
ア
ポ

三
豊
郡
豊
中
町
大
字
比
地
大
字
政

ハ
ウ
ス
ひ
い
ら

ハ
ウ
ス

本
二
六
二
二
―
一

ぎ
調
剤
薬
局

平
成
一
五
、
五
、
一

ス
タ
ー
薬
局
四

有
限
会
社
ス
タ

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
四
条
七
八

條
店

ー
調
剤
薬
局

四
番
地
五

指

定

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
六
、
二

宇
多
津
浜
ク
リ

ニ
ッ
ク

猪
尾

昌
之

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
五
番
丁
六
六

―
一

廃

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
四
、
三
〇

村
上
医
院

村
上

節

三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
五
四
八
八
番

地

平
成
一
五
、
四
、
三
〇

お
ざ
き
こ
ど
も

尾
崎

貴
視

観
音
寺
市
柞
田
町
甲
八
八
〇
番
地

ク
リ
ニ
ッ
ク

二

平
成
一
五
、
四
、
三
〇

ク
ニ
タ
ク
リ
ニ

大
西

敏
行

観
音
寺
市
柞
田
町
甲
一
八
八
八
番

ッ
ク

地
一

平
成
一
五
、
四
、
三
〇

つ
ば
さ
ク
リ
ニ

常
包

修

坂
出
市
京
町
一
丁
目
二
―
七
小
林

ッ
ク

ビ
ル
二
階

廃

止

年

月

日

名

称

開

設

者

所

在

地

平
成
一
五
、
三
、
三
一

多
田
羅
医
院

多
田
羅

正
直

坂
出
市
元
町
一
丁
目
六
―
二
〇

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
六
、
一

有
限
会
社
介
護
支
援

有
限
会
社
介
護
支
援

訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

御
徳

御
徳

さ
ぬ
き
市
鴨
部
四
四

さ
ぬ
き
市
鴨
部
四
四

六
九
番
地
三

六
九
番
地
三

平
成
一
五
、
四
、
一

キ
ッ
ズ
調
剤
薬
局

有
限
会
社
フ
ェ
ム
・

居
宅
療
養
管
理
指
導

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
及
び
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

丸
亀
市
今
津
町
七
二

ネ
ッ
ト

六
―
九

丸
亀
市
米
屋
町
九
番

地
四

平
成
一
五
、
五
、
一

ひ
い
ら
ぎ
調
剤
薬
局

有
限
会
社
ア
ポ
ハ
ウ

居
宅
療
養
管
理
指
導

三
豊
郡
豊
中
町
比
地

ス

大
二
六
二
二
―
一

仲
多
度
郡
琴
平
町
榎

井
八
五
三
番
地
三

平
成
一
五
、
四
、
一
九

社
会
福
祉
法
人
尽
誠

社
会
福
祉
法
人
尽
誠

介
護
老
人
福
祉
施
設

福
祉
会
特
別
養
護
老

福
祉
会

人
ホ
ー
ム
�
之
丞
の

三
豊
郡
財
田
町
財
田

丘

上
一
一
一
二
―
一

三
豊
郡
財
田
町
財
田

上
一
一
一
二
―
一

平
成
一
五
、
五
、
一
五

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン

訪
問
入
浴
介
護

東
讃
み
き
ケ
ア
セ
ン

東
京
都
港
区
六
本
木

タ
ー

四
丁
目
八
番
五
号
和

木
田
郡
三
木
町
田
中

幸
ビ
ル

字
柳
原
九
六
―
一

平
成
一
五
、
五
、
一
五

華
の
杜
居
宅
介
護
支

特
定
非
営
利
活
動
法

居
宅
介
護
支
援
事
業

援
事
業
所

人
松
美
会

観
音
寺
市
植
田
町
八

観
音
寺
市
植
田
町
八

七
四
番
地

七
四
番
地

平
成
一
五
、
五
、
一
五

華
の
杜
デ
イ
サ
ー
ビ

特
定
非
営
利
活
動
法

通
所
介
護

ス
セ
ン
タ
ー

人
松
美
会

観
音
寺
市
植
田
町
八

観
音
寺
市
植
田
町
八

七
四
番
地

七
四
番
地

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
五
、
三
、
一

医
療
法
人
社
団
ふ
じ

医
療
法
人
社
団
ふ
じ

訪
問
看
護

た
医
院
訪
問
看
護
ス

た
医
院

テ
ー
シ
ョ
ン

善
通
寺
市
上
吉
田
町

善
通
寺
市
上
吉
田
町

四
丁
目
五
番
一
号

四
丁
目
五
番
一
号

指
定
年
月
日

施
術
者

施
術
者
の
住
所

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

平
成
一
五
、

一
、
二
〇

宮
本

治
彦

丸
亀
市
前
塩
屋
町
二
丁

目
二
―
一
六

宮
本
接
骨
院

丸
亀
市
前
塩
屋
町
二
丁

目
二
―
一
六

平
成
一
五
、

四
、
一
七

山
口

教
一

丸
亀
市
郡
家
町
二
八
八

二
―
八

山
口
接
骨
院

丸
亀
市
西
平
山
町
二
一

〇

指
定
年
月
日

施
術
者

施
術
者
の
住
所

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

平
成
一
五
、

五
、
一

冨
岡

利
仁

木
田
郡
庵
治
町
六
三
八

九
―
八
三

富
岡
接
骨
院

木
田
郡
庵
治
町
六
三
八

九
―
八
三

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

五



定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
又
は

所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地

変
更
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
七
一
四

（
変
更
前
）

悠
悠
有
限
会
社

平
成
十
五
年

居
宅
介
護

〇
〇
二
六
八

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
悠

代
表
取
締
役

阿
河
良

二
月
五
日

支
援

悠
香
南

香
川
郡
香
南
町
西
庄
一
八

高
松
市
新
北
町
二
七
番
二

二
番
地
一

〇
号

（
変
更
後
）

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
悠

悠
香
南

香
川
郡
香
南
町
西
庄
一
八

二
番
地
一

三
七
七
一
七

（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
豊
浜
町
社

平
成
十
五
年

訪
問
介
護

〇
〇
二
一
二

社
会
福
祉
法
人
豊
浜
町
社

会
福
祉
協
議
会

二
月
十
日

居
宅
介
護

会
福
祉
協
議
会

会
長

�
原
晴
美

支
援

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
和
田

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
和
田

浜
一
五
四
四
番
地
一

浜
一
五
四
四
番
地
一

（
変
更
後
）

社
会
福
祉
法
人
豊
浜
町
社

会
福
祉
協
議
会

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
姫
浜

一
二
六
〇
番
地
一

三
七
六
一
一

（
変
更
前
）

有
限
会
社
介
護
支
援
サ
ー

平
成
十
五
年

訪
問
介
護

九
〇
〇
二
八

介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
大
川
荘

三
月
一
日

訪
問
看
護

タ
ー
大
川
荘

代
表
取
締
役

木
村
明
美

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
西

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
西

一
三
五
番
地
一

一
三
五
番
地
一

（
変
更
後
）

介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
大
川
荘

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
西

一
二
七
二
番
地
四

三
七
七
〇
一

（
変
更
前
）

株
式
会
社
ト
ー
カ
イ

〃

訪
問
入
浴

〇
一
〇
一
六

株
式
会
社
ト
ー
カ
イ
介
護

代
表
取
締
役

河
野
猛

介
護

サ
ー
ビ
ス
課

高
松
市
鶴
市
町
二
〇
二
五

高
松
市
鶴
市
町
二
〇
三
六

―
三

―
一
〇

（
変
更
後
）

株
式
会
社
ト
ー
カ
イ
訪
問

入
浴
サ
ー
ビ
ス
高
松
営
業

所高
松
市
鶴
市
町
二
〇
三
六

―
一
〇

三
七
七
〇
一

（
変
更
前
）

有
限
会
社
バ
ー
ド

平
成
十
五
年

訪
問
介
護

〇
〇
七
七
八

ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
ケ
ア
セ
ン
タ

代
表
取
締
役

三
宅
文
恵

四
月
一
日

居
宅
介
護

ー

高
松
市
木
太
町
三
八
三
六

支
援

高
松
市
木
太
町
三
八
三
六

番
地
七

番
地
七

（
変
更
後
）

ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
ケ
ア
セ
ン
タ

ー高
松
市
木
太
町
二
区
一
五

六
六
―
一

三
七
七
〇
四

（
変
更
前
）

香
川
医
療
生
活
協
同
組
合

〃

訪
問
介
護

〇
〇
二
〇
二

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

理
事
長

梶
義
照

ほ
が
ら
か

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三

善
通
寺
市
上
吉
田
町
六
丁

―
二
四

目
八
―
九

（
変
更
後
）

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ほ
が
ら
か

善
通
寺
市
上
吉
田
町
五
丁

目
一
―
二
三

三
七
七
〇
五

（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
観
音
寺
市

〃

訪
問
介
護

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

六



〇
〇
〇
一
九

社
会
福
祉
法
人
観
音
寺
市

社
会
福
祉
協
議
会

訪
問
入
浴

社
会
福
祉
協
議
会

会
長

白
川
晴
司

介
護

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三

観
音
寺
市
坂
本
町
一
丁
目

福
祉
用
具

四
一
番
地
の
二

一
番
六
号

貸
与

（
変
更
後
）

居
宅
介
護

社
会
福
祉
法
人
観
音
寺
市

支
援

社
会
福
祉
協
議
会

観
音
寺
市
坂
本
町
一
丁
目

一
番
六
号

三
七
七
一
一

（
変
更
前
）

大
川
広
域
行
政
組
合

〃

居
宅
介
護

〇
〇
二
四
九

大
川
老
人
ホ
ー
ム
老
人
介

管
理
者

中
條
弘
矩

支
援

護
支
援
セ
ン
タ
ー

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
九

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
三

三
〇
番
地
の
二

六
〇
番
地

（
変
更
後
）

さ
ざ
ん
か
荘
老
人
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
三

六
〇
番
地

三
七
七
一
一

（
変
更
前
）

大
川
広
域
行
政
組
合

〃

通
所
介
護

〇
〇
二
五
六

大
川
老
人
ホ
ー
ム
老
人
デ

管
理
者

中
條
弘
矩

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
九

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
三

三
〇
番
地
の
二

六
〇
番
地

（
変
更
後
）

さ
ざ
ん
か
荘
老
人
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
三

六
〇
番
地

三
七
七
一
一

（
変
更
前
）

大
川
広
域
行
政
組
合

〃

短
期
入
所

〇
〇
二
六
四

大
川
老
人
ホ
ー
ム
特
別
養

管
理
者

中
條
弘
矩

生
活
介
護

護
老
人
ホ
ー
ム

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
九

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
三

三
〇
番
地
の
二

六
〇
番
地

（
変
更
後
）

さ
ざ
ん
か
荘
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
三

六
〇
番
地

三
七
七
一
三

（
変
更
前
）

医
療
法
人
社
団
一
真
会

〃

通
所
介
護

〇
〇
三
一
〇

医
療
法
人
一
真
会
デ
イ
サ

理
事
長

川
人
幹
也

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ま
ご
こ

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸

ろ

五
二
六
番
地
一

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸

五
二
六
番
地
一

（
変
更
後
）

医
療
法
人
社
団
一
真
会
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ま

ご
こ
ろ

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸

五
二
六
番
地
一

三
七
七
一
三

（
変
更
前
）

医
療
法
人
社
団
一
真
会

〃

居
宅
介
護

〇
〇
三
二
八

医
療
法
人
一
真
会
ケ
ア
プ

理
事
長

川
人
幹
也

支
援

ラ
ン
セ
ン
タ
ー
ま
ご
こ
ろ

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸

五
二
六
番
地
一

五
二
六
番
地
一

（
変
更
後
）

医
療
法
人
社
団
一
真
会
ケ

ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
ま
ご

こ
ろ

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸

五
二
六
番
地
一

三
七
七
一
六

（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
慶
生
会

〃

〃

〇
〇
五
六
〇

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ク

理
事
長

大
西
洋
一

レ
ー
ル
み
ど
り

三
豊
郡
山
本
町
大
字
辻
二

仲
多
度
郡
琴
平
町
苗
田
字

二
一
〇
番
地

中
森
四
〇
二
番
地
一

（
変
更
後
）

ク
レ
ー
ル
み
ど
り
老
人
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー

仲
多
度
郡
琴
平
町
苗
田
字

中
森
四
〇
二
番
地
一

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

七



●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
及
び
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

三
七
七
一
七

（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
高
瀬
町
社

平
成
十
五
年

通
所
介
護

〇
〇
三
六
〇

高
瀬
町
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ

会
福
祉
協
議
会

四
月
五
日

ス
セ
ン
タ
ー
「
の
ぞ
み
荘

会
長

前
川
和
昭

」

三
豊
郡
高
瀬
町
下
勝
間
二

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
新
名

四
四
九
番
地
一

字
松
下
八
〇
一
番
地

（
変
更
後
）

高
瀬
町
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
「
の
ぞ
み
荘

」三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
比
地

中
二
九
八
六
番
地
二

三
七
七
〇
一

（
変
更
前
）

株
式
会
社
ス
ズ
キ
自
販
香

平
成
十
五
年

福
祉
用
具

〇
二
一
四
七

株
式
会
社
ス
ズ
キ
自
販
香

川

五
月
一
日

貸
与

川
福
祉
車
輌
部

代
表
取
締
役

玉
井
昭
芳

高
松
市
鬼
無
町
山
口
七
〇

高
松
市
檀
紙
町
一
二
二
五

三
番
地
の
一

番
地
一

（
変
更
後
）

株
式
会
社
ス
ズ
キ
自
販
香

川
福
祉
車
輌
部

高
松
市
檀
紙
町
一
二
二
五

番
地
一

三
七
七
一
五

（
変
更
前
）

株
式
会
社
ミ
ン
ク

平
成
十
五
年

訪
問
介
護

〇
〇
五
九
六

ナ
イ
ス
・
サ
ポ
ー
ト
「
ら

代
表
取
締
役

斎
藤
志
保

五
月
二
日

く
楽
」

丸
亀
市
城
東
町
二
丁
目
一

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
二
番

番
一
六
号

丁
一
一
―
八

（
変
更
後
）

ナ
イ
ス
・
サ
ポ
ー
ト
「
ら

く
楽
」

丸
亀
市
城
東
町
二
丁
目
一

番
一
六
号

三
七
七
〇
一

（
変
更
前
）

サ
ポ
ー
ト
ケ
ア
こ
こ
ろ
有

平
成
十
五
年

〃

〇
一
八
〇
〇

サ
ポ
ー
ト
ケ
ア
こ
こ
ろ

限
会
社

五
月
十
日

高
松
市
寺
井
町
一
三
三
五

代
表
取
締
役

白
井
明
美

―
一
〇
ハ
ー
モ
ネ
イ
ト
寺

香
川
郡
香
川
町
大
字
大
野

井
一
〇
一
号

二
一
六
三
番
地
八
二

（
変
更
後
）

サ
ポ
ー
ト
ケ
ア
こ
こ
ろ

高
松
市
寺
井
町
一
三
三
五

―
一
〇

三
七
七
〇
一

（
変
更
前
）

株
式
会
社
ハ
ッ
ピ
ー
ラ
イ

平
成
十
五
年

〃

〇
一
二
三
〇

ハ
ッ
ピ
ー
ラ
イ
フ
愛

フ
愛

五
月
十
四
日

高
松
市
上
天
神
町
六
五
八

代
表
取
締
役

赤
澤
浩
子

―
二

高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一

（
変
更
後
）

番
地

ハ
ッ
ピ
ー
ラ
イ
フ
愛

高
松
市
円
座
町
一
三
〇
〇

―
二

三
七
七
〇
六

（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ
き
市

平
成
十
五
年

通
所
介
護

〇
〇
〇
三
三

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉
協
議

社
会
福
祉
協
議
会

五
月
二
十
四

会
志
度
支
所

会
長

十
川
昭
五

日

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
四
八
一

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八
八
八

番
地
二

番
地
五

（
変
更
後
）

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉
協
議

会
日
盛
の
里

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
四
八
一

番
地
二

三
七
七
〇
一

（
変
更
前
）

株
式
会
社
ア
ス
テ
ィ
ス

平
成
十
五
年

福
祉
用
具

〇
〇
五
七
〇

ま
ご
こ
ろ
情
報
館
ハ
ー
ト

代
表
取
締
役

神
原
博

五
月
二
十
六

貸
与

シ
ョ
ッ
プ
高
松
店

愛
媛
県
新
居
浜
市
多
喜
浜

日

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
一

字
東
浜
六
七
番
地
一
七
三

―
一
八

（
変
更
後
）

ま
ご
こ
ろ
情
報
館
ハ
ー
ト

シ
ョ
ッ
プ
高
松
店

高
松
市
勅
使
町
七
六
一
番

地
一

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

八



定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
一
〇
六

医
療
法
人
社
団
陶
山
医
院

医
療
法
人
社
団
陶
山
医
院

平
成
十
五
年

通
所
リ
ハ

一
〇
二
七
四

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
七

理
事
長

陶
山
玄
三

一
月
三
十
一

ビ
リ
テ
ー

一
番
地
一

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
七

日

シ
ョ
ン

一
番
地
一

居
宅
介
護

支
援

三
七
六
一
一

介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

有
限
会
社
介
護
支
援
サ
ー

平
成
十
五
年

訪
問
入
浴

九
〇
〇
二
八

タ
ー
大
川
荘

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
大
川
荘

二
月
二
十
八

介
護

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
西

代
表
取
締
役

木
村
明
美

日

一
三
五
番
地
一

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
西

一
三
五
番
地
一

三
七
七
〇
三

株
式
会
社
ウ
イ
ッ
ク
福
祉

株
式
会
社
ウ
イ
ッ
ク

〃

福
祉
用
具

〇
〇
四
七
七

用
具
貸
与
事
業
部

代
表
取
締
役

菊
川
恵
津

貸
与

坂
出
市
府
中
町
四
八
九
〇

子

番
地

坂
出
市
府
中
町
四
九
八
二

番
地

三
七
七
〇
一

有
限
会
社
コ
ズ
モ
ブ
レ
イ

有
限
会
社
コ
ズ
モ
ブ
レ
イ

平
成
十
五
年

〃

〇
〇
二
〇
八

ン

ン

三
月
十
一
日

高
松
市
木
太
町
一
七
七
五

代
表
取
締
役

宮
前
奈
緒

番
地
一
〇
号

美高
松
市
木
太
町
一
七
七
五

番
地
一
〇
号

三
七
六
一
三

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

香
川
医
療
生
活
協
同
組
合

平
成
十
五
年

訪
問
介
護

九
〇
〇
一
六

み
き

理
事
長

梶
義
照

三
月
三
十
一

木
田
郡
三
木
町
氷
上
一
一

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三

日

二
番
地
一

―
二
四

三
七
七
〇
一

株
式
会
社
エ
イ
ジ
ェ
ン
ス

株
式
会
社
エ
イ
ジ
ェ
ン
ス

〃

福
祉
用
具

〇
〇
三
八
〇

香
川
県
訪
問
介
護
サ
ー
ビ

代
表
取
締
役

大
江
祐
人

貸
与

ス
セ
ン
タ
ー

木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸

高
松
市
今
里
町
二
丁
目
一

一
九
九
番
地

六
―
一

三
七
七
〇
一

高
松
平
和
病
院
在
宅
ケ
ア

香
川
医
療
生
活
協
同
組
合

〃

居
宅
介
護

〇
一
二
一
四

室

理
事
長

梶
義
照

支
援

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
四

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三

―
一

―
二
四

三
七
七
一
一

社
会
福
祉
法
人
引
田
町
社

社
会
福
祉
法
人
引
田
町
社

〃

訪
問
介
護

〇
〇
一
二
四

会
福
祉
協
議
会

会
福
祉
協
議
会

通
所
介
護

大
川
郡
引
田
町
引
田
九
九

会
長

安
倍
正
典

福
祉
用
具

一
番
地

大
川
郡
引
田
町
引
田
九
九

貸
与

一
番
地

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
一
一

大
内
町
社
会
福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
内
町
社

〃

訪
問
介
護

〇
〇
一
三
二

大
川
郡
大
内
町
三
本
松
一

会
福
祉
協
議
会

訪
問
入
浴

二
九
五
番
地
一
五

会
長

中
條
弘
矩

介
護

大
川
郡
大
内
町
三
本
松
一

居
宅
介
護

二
九
五
番
地
一
五

支
援

三
七
七
一
一

社
会
福
祉
法
人
白
鳥
町
社

社
会
福
祉
法
人
白
鳥
町
社

〃

訪
問
介
護

〇
〇
二
〇
七

会
福
祉
協
議
会

会
福
祉
協
議
会

福
祉
用
具

大
川
郡
白
鳥
町
湊
一
八
〇

会
長

久
野
耕
市

貸
与

九
番
地

大
川
郡
白
鳥
町
湊
一
八
〇

居
宅
介
護

九
番
地

支
援

三
七
七
一
六

医
療
法
人
圭
良
会
居
宅
介

医
療
法
人
圭
良
会

〃

居
宅
介
護

〇
〇
一
四
九

護
支
援
事
業
所
い
こ
い
の

理
事
長

森
伊
津
子

支
援

森

仲
多
度
郡
琴
平
町
一
六
七

仲
多
度
郡
琴
平
町
一
六
七

三
七
七
一
七

三
豊
綿
業
株
式
会
社

三
豊
綿
業
株
式
会
社

〃

福
祉
用
具

〇
〇
六
九
一

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
箕
浦

代
表
取
締
役

横
内
臣
裕

貸
与

甲
二
四
六
三
番
地
一

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
箕
浦

甲
二
四
六
三
番
地
一

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

九



●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
か
ら
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
七
月
四
日
か
ら
同
月
二
十

五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

善
通
寺
綾
歌
線
（
二
十
二
号
）

三

道
路
の
区
域区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
東
字
北
池
下
四
九
二
番
一
地

先
か
ら

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
東
字
北
池
下
四
八
一
番
一
地

先
ま
で

一
三
・
〇

〜
四
七
・
〇

一
一
〇

平
成
十
年
香

川
県
告
示
第

四
百
二
十
九

号
で
変
更
し

た
区
域
の
う

ち
の
残
り
部

分

三
七
七
〇
三

四
国
日
立
家
電
株
式
会
社

四
国
日
立
家
電
株
式
会
社

平
成
十
五
年

〃

〇
〇
一
九
六

坂
出
市
林
田
町
四
二
八
五

取
締
役
社
長

井
上
紀
夫

四
月
三
十
日

番
地
一
四
三

坂
出
市
林
田
町
四
二
八
五

番
地
一
四
三

三
七
七
一
一

通
所
介
護
あ
す
か

株
式
会
社
ア
イ
・
デ
ィ
ー

〃

通
所
介
護

〇
〇
六
二
九

東
か
が
わ
市
川
東
八
八
番

・
エ
ム

地

代
表
取
締
役

阪
本
幸
子

高
松
市
桜
町
一
丁
目
三
六

一
番
地
四

三
七
一
一
三

医
療
法
人
社
団
讃
陽
堂
松

医
療
法
人
社
団
讃
陽
堂

平
成
十
五
年

居
宅
介
護

一
〇
五
五
一

原
病
院

理
事
長

松
原
奎
一

五
月
三
十
一

支
援

木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸

木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸

日

二
三
六
二
番
地

二
三
六
二
番
地

三
七
七
〇
六

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉
協
議

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ
き
市

〃

福
祉
用
具

〇
〇
〇
一
七

会
津
田
支
所

社
会
福
祉
協
議
会

貸
与

さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴
羽
二

会
長

十
川
昭
五

居
宅
介
護

二
番
地
二

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八
八
八

支
援

番
地
五

三
七
七
〇
六

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉
協
議

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ
き
市

〃

訪
問
介
護

〇
〇
〇
二
五

会
大
川
支
所

社
会
福
祉
協
議
会

居
宅
介
護

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
中

会
長

十
川
昭
五

支
援

二
一
九
七
番
地
一

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八
八
八

番
地
五

三
七
七
〇
六

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉
協
議

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ
き
市

〃

福
祉
用
具

〇
〇
〇
四
一

会
寒
川
支
所

社
会
福
祉
協
議
会

貸
与

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東

会
長

十
川
昭
五

居
宅
介
護

甲
九
三
一

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八
八
八

支
援

番
地
五

三
七
七
一
七

橋
本
病
院
老
人
デ
イ
ケ
ア

医
療
法
人
社
団
和
風
会

〃

通
所
介
護

〇
〇
六
六
七

三
豊
郡
山
本
町
大
字
財
田

三
豊
郡
山
本
町
大
字
財
田

西
九
〇
二
番
地
一

西
九
〇
二
番
地
一

介
護
保
険

事
業
所
番
号

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

開
設
者
の
氏
名
及
び
住
所

辞
退
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
一
〇
二

一
一
〇
四
〇

宮
野
病
院

丸
亀
市
中
府
町
四
丁
目
一

三
番
二
八
号

宮
野

恭
匡

丸
亀
市
中
府
町
四
丁
目
一

三
番
二
八
号

平
成
十
五
年

三
月
一
日

介
護
療
養

施
設
サ
ー

ビ
ス

三
七
一
〇
一

一
四
一
九
四

マ
オ
カ
病
院

高
松
市
瓦
町
一
丁
目
一
二

番
地

満
岡

文
弘

高
松
市
瓦
町
一
丁
目
一
二

番
地

平
成
十
五
年

三
月
三
十
一

日

〃

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

一
〇



四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
七
月
四
日

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
七
月
四
日
か
ら
同
月
二
十

五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

西
白
方
善
通
寺
線
（
二
百
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
七
月
四
日

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
七
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
六
月
二
十
日

三

指
定
道
路
の
位
置

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
字
西
ツ
フ
ロ
木
二
五
六
二
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
七
六
メ
ー
ト
ル

延
長

三
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
八
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
六
月
二
十
日

三

指
定
道
路
の
位
置

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
字
西
ツ
フ
ロ
木
二
五
六
二
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
七
六
メ
ー
ト
ル

延
長

三
八
・
五
二
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
九
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
六
月
二
十
三
日

三

指
定
道
路
の
位
置

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
字
島
ノ
子
九
五
二
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

三
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
八
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
山
階
字
大
藪
一
二
五
三

番
一
か
ら

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
山
階
字
大
藪
一
二
〇
五

番
一
ま
で

四
・
二

〜
二
八
・
四

二
九
三

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
五
百
八
十

七
号
で
変
更

し
た
区
域

公

告

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

一
一



平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
字
下
所
五
五
〇
―
一
の
一
部

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

丸
亀
市
霞
町
八
三
番
地
一

岩
井
土
地
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岩
井
朝
良

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
九
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
字
下
所
五
五
〇
―
一
の
一
部

二

工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１

道
路

道
路
（
有
効
幅
員
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
五
九
・
六
五
メ
ー
ト
ル
）

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
字
下
所
五
五
〇
―
一
の
一
部

道
路
（
有
効
幅
員
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
五
・
二
八
メ
ー
ト
ル
）

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
字
下
所
五
五
〇
―
一
の
一
部

２

排
水
施
設

こ
う

自
由
勾
配
側
溝
（
寸
法
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
×
六
七
〇
〜
七
一
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
八
・

一
四
メ
ー
ト
ル
）

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
字
下
所
五
五
〇
―
一
の
一
部

排
水
管
（
直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
四
六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
）

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
字
下
所
五
五
〇
―
一
の
一
部

排
水
管
（
直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
）

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
字
下
所
五
五
〇
―
一
の
一
部

排
水
管
（
直
径
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
六
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
）

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
字
下
所
五
五
〇
―
一
の
一
部

排
水
敷
地
（
面
積
四
・
六
二
平
方
メ
ー
ト
ル
）

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
字
下
所
五
五
〇
―
一
の
一
部

３

公
園

公
園
（
面
積
一
〇
六
・
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル
）

善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
字
下
所
五
五
〇
―
一
の
一
部

三

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

丸
亀
市
霞
町
八
三
番
地
一

岩
井
土
地
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岩
井
朝
良

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

組
合
の
名
称

仁
尾
町
加
嶺
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
九
月
五
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
字
北
草
木
の
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
丁
二
九
六
番
地
一

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
二
年
九
月
五
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
四
日選

挙
管
理
委
員
会
告
示

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

一
二



●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
八
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五

十
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次

の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

政
党
の
支
部
の
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
１
及
び
２
中

をに
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
４
中

をに
、

をに
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
５
中

を

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
６
中

をに
改
め
る
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
九
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二

十
七
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を

次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

政
党
の
支
部
の
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
１
及
び
２
中

をに
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
４
中

をに
、

をに
、

に
改
め
、

そ
の
他
の
経
費

５
，０５４
，１８０
円

合
計

１５
，９３０
，００８
円
」

「
神

内
良

一
１０
，０００
，０００
円

東
京
都
港
区

」

「
神

内
良

一
１０
，０００
，０００
円

東
京
都
港
区

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
分
）

加
藤
汽
船
�

５
，０５４
，１８０
円

兵
庫
県
神
戸
市
」

「
１
．
収
入
総
額

２５
，７０７
，０２４
円

本
年
収
入
額

２５
，７０７
，０２４
円

２
．
支
出
総
額

１０
，８７５
，８２８
円
」

「
１
．
収
入
総
額

３０
，７６１
，２０４
円

本
年
収
入
額

３０
，７６１
，２０４
円

２
．
支
出
総
額

１５
，９３０
，００８
円
」

「
１
．
収
入
総
額

６７
，７０１
，８１６
円

前
年
繰
越
額

１４
，８３１
，１９６
円

本
年
収
入
額

５２
，８７０
，６２０
円

２
．
支
出
総
額

６５
，３９２
，３８３
円
」

「
１
．
収
入
総
額

７２
，８４２
，０７６
円

前
年
繰
越
額

１４
，８３１
，１９６
円

本
年
収
入
額

５８
，０１０
，８８０
円

２
．
支
出
総
額

７０
，５３２
，６４３
円
」

「
寄

附
１３
，０００
，０００
円

個
人

分
１３
，０００
，０００
円
」

「
寄

附
１８
，０５４
，１８０
円

個
人

分
１３
，０００
，０００
円

法
人
そ
の
他
の
団
体
分

５
，０５４
，１８０
円
」

「
合

計
２５
，７０７
，０２４
円
」

「
合

計
３０
，７６１
，２０４
円
」

「
政
治
活
動
費

８
，６００
，０００
円

寄
附
・
交
付
金

８
，６００
，０００
円

合
計

１０
，８７５
，８２８
円
」

「
政
治
活
動
費

１３
，６５４
，１８０
円

寄
附
・
交
付
金

８
，６００
，０００
円

「
寄

附
２８
，８５０
，０００
円
」

「
寄

附
３３
，９９０
，２６０
円
」

「
法
人
そ
の
他
の
団
体
分

１１
，１００
，０００
円
」

「
法
人
そ
の
他
の
団
体
分

１６
，２４０
，２６０
円
」

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

一
三



をに
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
５
中

をに
、

をに
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
６
中

をに
改
め
る
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八

十
九
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を

次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

に
改
め
、

政
党
の
支
部
の
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
１
及
び
２
中

を

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
４
中

をに
、

をに
、

をに
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
５
中

をに
、

をに
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
６
中

をに
改
め
る
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
一
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

四
十
八
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部

を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

本
年
収
入
額

３５
，３３５
，５４８
円

２
．
支
出
総
額

３１
，０７２
，２０６
円
」

「
合

計
５２
，８７０
，６２０
円
」

「
合

計
５８
，０１０
，８８０
円
」

「
寄

附
１２
，９７０
，０００
円
」

「
寄

附
１８
，２１１
，０６０
円
」

「
法
人
そ
の
他
の
団
体
分

１
，５００
，０００
円
」

「
法
人
そ
の
他
の
団
体
分

６
，７４１
，０６０
円
」

「
合

計
３０
，０９４
，４８８
円
」

「
合

計
３５
，３３５
，５４８
円
」

「
政
治
活
動
費

５４
，０６９
，０４９
円
」

「
政
治
活
動
費

５９
，２０９
，３０９
円
」

「
寄
附
・
交
付
金

４３
，１０８
，０７８
円

合
計

６５
，３９２
，３８３
円
」

「
寄
附
・
交
付
金

４３
，１０８
，０７８
円

そ
の
他
の
経
費

５
，１４０
，２６０
円

合
計

７０
，５３２
，６４３
円
」

「
政
治
活
動
費

１０
，７１７
，０８０
円
」

「
政
治
活
動
費

１５
，９５８
，１４０
円
」

「
寄
附
・
交
付
金

１
，９７９
，０００
円

合
計

２５
，８３１
，１４６
円
」

「
寄
附
・
交
付
金

１
，９７９
，０００
円

そ
の
他
の
経
費

５
，２４１
，０６０
円

合
計

３１
，０７２
，２０６
円
」

「
学
校
法
人
花
岡
学
園

１００
，０００
円

坂
出
市

」

「
学
校
法
人
花
岡
学
園

１００
，０００
円

坂
出
市

加
藤
汽
船
�

５
，１４０
，２６０
円

兵
庫
県
神
戸
市
」

「
大
光
開
発
�

１
，０００
，０００
円

大
阪
府
寝
屋
川
市
」

「
大
光
開
発
�

１
，０００
，０００
円

大
阪
府
寝
屋
川
市

加
藤
汽
船
�

５
，２４１
，０６０
円

兵
庫
県
神
戸
市

」

「
１
．
収
入
総
額

３２
，４０３
，９２１
円

前
年
繰
越
額

２
，３０９
，４３３
円

本
年
収
入
額

３０
，０９４
，４８８
円

２
．
支
出
総
額

２５
，８３１
，１４６
円
」

「
１
．
収
入
総
額

３７
，６４４
，９８１
円

前
年
繰
越
額

２
，３０９
，４３３
円

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

一
四



政
党
の
支
部
の
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
１
及
び
２
中

をに
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
４
中

をに
、

をに
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
５
中

をに
、

をに
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
う
ち
６
中

をに
改
め
る
。

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
２４
号

地
方
自
治
法

（昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号

）第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
�
財
政
的
援
助
団
体
等
監

査
の
結
果
に
基
づ
き
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ

た
の
で
�
次
の
と
お
り
公
表
す
る
�

平
成
１５
年
７
月
４
日

香
川
県
監
査
委
員

鎌
田

守
恭

同
名

和
基

延

同
石

川
�

治

同
広

瀬
員

義

１
監
査
対
象
年
度

平
成
１３
年
度

２
措
置
の
状
況

監
査
委
員
公
表

措
置

の
状

況

平
成
１４
年
１０
月
１１
日
付
け
で
県
補
助
金

の
交
付
決
定
の
一
部
取
消
し
を
行
い
、
補

助
金
の
返
還
を
請
求
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
学
校
法
人
尽
誠
学
園
か

ら
は
、
平
成
１４
年
１０
月
２５
日
付
け
で
、
請

求
額
全
額
が
県
に
納
付
さ
れ
た
。

財
団
法
人
香
川
県
国
際
交
流
協
会
に
対

し
て
契
約
内
容
の
遵
守
を
求
め
た
。

今
後
は
、
適
正
な
財
務
書
類
の
作
成
に

努
め
る
。

総
括
表
、
正
味
財
産
増
減
計
算
書
を
平

成
１４
年
度
分
か
ら
作
成
す
る
こ
と
と
し

た
。

監
査

の
結

果

私
立
高
等
学
校
授
業
料

軽
減
補
助
金
の
交
付
額
に

算
定
誤
り
が
あ
り
、
返
還

を
要
す
る
も
の
が
見
受
け

ら
れ
た
。

県
か
ら
の
収
納
事
務
の

受
託
に
係
る
使
用
料
の
払

込
日
が
払
込
期
限
よ
り
遅

延
し
て
い
る
も
の
が
見
受

け
ら
れ
た
。

収
支
計
算
書
等
の
財
務

書
類
の
一
部
に
誤
り
が
見

受
け
ら
れ
た
。

公
益
法
人
会
計
基
準
に

基
づ
き
、
予
算
書
及
び
収

支
計
算
書
に
つ
い
て
は
、

指
導
注
意
事
項

指
導
注
意
事
項

指
導
注
意
事
項

指
導
注
意
事
項

団
体
名

学
校
法
人
尽
誠

学
園

財
団
法
人
香
川

県
国
際
交
流
協

会財
団
法
人
香
川

県
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
基
金

財
団
法
人
香
川

県
生
活
衛
生
営

業
指
導
セ
ン
タ

加
藤
汽
船
�

６１８
，２４０
円

兵
庫
県
神
戸
市
」

「
１
．
収
入
総
額

５４
，２６８
，６３６
円

前
年
繰
越
額

６
，５７２
，７７５
円

本
年
収
入
額

４７
，６９５
，８６１
円

２
．
支
出
総
額

４７
，５７９
，２５２
円
」

「
１
．
収
入
総
額

５４
，８８６
，８７６
円

前
年
繰
越
額

６
，５７２
，７７５
円

本
年
収
入
額

４８
，３１４
，１０１
円

２
．
支
出
総
額

４８
，１９７
，４９２
円
」

「
寄

附
２０
，０００
，０００
円

個
人

分
３
，０００
，０００
円
」

「
寄

附
２０
，６１８
，２４０
円

個
人

分
３
，０００
，０００
円

法
人
そ
の
他
の
団
体
分

６１８
，２４０
円
」

「
合

計
４７
，６９５
，８６１
円
」

「
合

計
４８
，３１４
，１０１
円
」

「
政
治
活
動
費

１９
，５６２
，２４３
円
」

「
政
治
活
動
費

２０
，１８０
，４８３
円
」

「
寄
附
・
交
付
金

３
，６３４
，０００
円

合
計

４７
，５７９
，２５２
円
」

「
寄
附
・
交
付
金

３
，６３４
，０００
円

そ
の
他
の
経
費

６１８
，２４０
円

合
計

４８
，１９７
，４９２
円
」

「
神

内
良

一
２
，０００
，０００
円

東
京
都
港
区

」

「
神

内
良

一
２
，０００
，０００
円

東
京
都
港
区

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
分
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
七
月
四
日

（
第
九
〇
四
四
号
）

一
五



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

平
成
１４
年
１１
月
２９
日
に
所
要
の
手
続
を

行
っ
た
。

小
口
現
金
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
経
理

規
程
に
基
づ
き
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
と

し
、
旅
費
の
支
給
事
務
に
つ
い
て
は
、
自

家
用
車
利
用
な
ど
に
関
す
る
旅
費
規
程
の

改
正
を
行
う
よ
う
職
員
組
合
と
の
協
議
を

含
め
事
務
手
続
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
１５
年
３
月
２６
日
の
平
成
１４
年
度
第

２
回
理
事
会
に
お
い
て
規
程
改
正
を
行

い
、
平
成
１５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し

た
。物
品
購
入
な
ど
の
契
約
事
務
に
つ
い
て

は
、
監
査
以
降
、
当
財
団
会
計
処
理
要
綱

等
に
基
づ
い
て
、
適
正
に
処
理
し
て
い

る
。

一
般
会
計
と
特
別
会
計
を

合
わ
せ
た
総
括
表
を
、
ま

た
、
正
味
財
産
に
つ
い
て

は
、
増
減
計
算
書
を
作
成

す
る
必
要
が
あ
る
。

業
務
用
に
リ
ー
ス
契
約

に
よ
っ
て
使
用
し
て
い
た

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
１０
台
に
つ
い
て
、
同

契
約
の
期
間
満
了
後
も
返

還
を
要
し
な
い
と
の
内
諾

の
も
と
に
使
用
を
継
続
し

て
い
る
が
、
物
品
の
受
入

手
続
及
び
台
帳
記
載
が
な

さ
れ
て
い
な
い
。

旅
費
の
支
給
事
務
や
小

口
現
金
の
管
理
に
つ
い
て

は
、
規
程
整
備
も
含
め
、

現
状
に
即
し
た
取
扱
い
と

な
る
よ
う
検
討
さ
れ
た

い
。会
計
規
程
が
公
益
法
人

会
計
基
準
に
沿
っ
て
い
な

い
。契
約
事
務
に
つ
い
て
、

当
財
団
の
会
計
処
理
要
綱

に
定
め
る
取
扱
い
方
法
と

異
な
る
次
の
よ
う
な
事
例

が
見
受
け
ら
れ
た
。

�
物
品
の
購
入
に
つ
い

て
、
２
以
上
の
業
者
か

ら
見
積
書
を
徴
し
て
い

な
い
事
例

�
３０
万
円
以
上
の
支
出

に
つ
い
て
、
予
定
価
格

指
導
注
意
事
項

検
討
指
示
事
項

指
導
注
意
事
項

指
導
注
意
事
項

ー社
会
福
祉
法
人

香
川
県
身
体
障

害
者
総
合
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー
事

業
団

社
会
福
祉
法
人

清
水
園

財
団
法
人
瀬
戸

大
橋
記
念
公
園

管
理
協
会

財
団
法
人
か
が

わ
水
と
緑
の
財

団

指
示
の
と
お
り
現
状
に
即
し
た
手
数
料

規
程
の
改
正
を
行
い
、
平
成
１４
年
１２
月
１

日
か
ら
施
行
し
た
。

会
議
参
加
負
担
金
に
含
ま
れ
て
い
た
宿

泊
代
等
（
２
名

各
１４
，０６７
円
）
に
つ
い

て
は
、
１０
月
１６
日
、
２２
日
に
そ
れ
ぞ
れ
返

納
済
で
あ
る
。

を
定
め
て
い
な
い
事
例

�
契
約
金
額
が
５０
万
円

を
超
え
る
契
約
で
契
約

書
が
作
成
さ
れ
て
い
な

い
事
例

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
縮
強

度
試
験
検
査
の
依
頼
手
続

に
つ
い
て
は
、
規
程
整
備

を
含
め
現
状
に
即
し
た
取

扱
い
と
な
る
よ
う
検
討
す

る
こ
と
。

会
議
参
加
負
担
金
に
旅

費
相
当
分
（
宿
泊
代
等
）

が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、

支
給
し
た
旅
費
の
一
部
に

つ
い
て
、
戻
入
を
要
す
る

も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
。
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討
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指
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人
香
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建
設
技
術
セ

ン
タ
ー
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